
行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
に
よ
る
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済

社
会
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
要
綱

第
一

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

一

Ｄ
Ｎ
Ａ
を
構
成
す
る
塩
基
の
配
列
、
容
貌
、
虹
彩
の
模
様
等
一
定
の
身
体
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め

に
変
換
し
た
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
、
旅
券
の
番
号
等
及
び
一
定
の
証
明
書
に
そ
の
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
記
載
さ
れ
た

総
務
省
令
で
定
め
る
符
号
等
を
個
人
識
別
符
号
に
位
置
付
け
る
こ
と
。

二

心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
、
医
師
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
健
康
診
断
等
の
結
果
、
医
師
等
に
よ
り
指
導
又
は
診
療

若
し
く
は
調
剤
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
又
は
少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
内
容
と
す
る
記
述
等
を
含
む
個
人
情
報
を
要
配
慮
個
人
情
報
に
位
置
付
け
る
こ
と
。

三

行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
者
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
を
定
め
る

こ
と
。



四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

第
二

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

一

Ｄ
Ｎ
Ａ
を
構
成
す
る
塩
基
の
配
列
、
容
貌
、
虹
彩
の
模
様
等
一
定
の
身
体
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め

に
変
換
し
た
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
、
旅
券
の
番
号
等
及
び
一
定
の
証
明
書
に
そ
の
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
記
載
さ
れ
た

総
務
省
令
で
定
め
る
符
号
等
を
個
人
識
別
符
号
に
位
置
付
け
る
こ
と
。

二

心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
、
医
師
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
健
康
診
断
等
の
結
果
、
医
師
等
に
よ
り
指
導
又
は
診
療

若
し
く
は
調
剤
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
又
は
少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
内
容
と
す
る
記
述
等
を
含
む
個
人
情
報
を
要
配
慮
個
人
情
報
に
位
置
付
け
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

第
三

鉱
業
登
録
令
等
の
一
部
改
正
関
係

行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
に
よ
る
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済
社

会
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号



。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
う
所
要
の

規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

第
四

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
令
の
一
部
改
正
関
係

参
事
官
の
職
務
に
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
監
視
及
び
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
取

扱
い
に
関
す
る
監
督
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

第
五

経
過
措
置

行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
等
が
整
備
法
の
施
行
の
際
現
に
作
成
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
記
載
事
項
の
修

正
に
係
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

第
六

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）


